
意見交換会当日にいただいたご意見・ご要望への回答 

 

１ テーマ「見守りカメラ整備事業について」 

 

２ ご意見・ご要望への回答 

※ご意見等の内容については、原文のまま記載しております。 

意 見 等  回 答 

見守りカメラ整備事業について 

・早期に必要 

・早期に設置できるよう、引き続き頑張

っていただきたい。 

・設置工事が令和５年度では遅いよう

に思います。良いことなのでスピード感

をもって整備をお願いします。 

令和４年度に設置場所を検討するとともに、

市民意見公募を実施し、設置目的、管理・運用、

画像データの取扱い等を条例や規則等に定める

予定としております。一定の期間をいただきま

すが、よろしくお願いいたします。 

・進めてほしい。 

・ぜひ進めていただきたい。 

・積極的に推進してください。 

・必要な事業だと思いますので、是非進

めてください。 

・必要と思っている。当局で検討し前向

きにお願いします。 

・防犯になりますので進めてください。 

・子ども、高齢者には安心となる。 

・子どもに対する不審者が増えている

ので進めてほしい。 

・是非具体化して欲しい（子供見守り隊

を行っているので必要性を感じる）。 

・是非設置していただきたいと思いま

す。高齢者の迷い人に関しては特に良い

ことだと思います。 

見守りカメラの整備を通じて、市民の皆さん

が安全に安心して暮らせるまちづくりを進めて

まいりたいと考えております。 

 見守りカメラは、犯罪の抑止、事件等の早期解

決その他市民生活の安全の確保を目的として、

整備を進めてまいりたいと考えております。 

必要だと思います。何でもお金の問題

ですね。市民に負担がかからないよう

に。 

 見守りカメラの整備については、市が整備し、 

維持管理を行ってまいりたいと考えております。 



・加古川市を参考にしてください。 

・加古川市は多すぎる。 

 事業の検討に当たっては、加古川市の整備事

業も参考としております。 

引き続き地域の皆さんのご意見を伺いなが

ら、事業を進めてまいりたいと考えております。 

 適正な規模で  設置の規模については、地域の皆さんのご意

見を伺いながら決定してまいりたいと考えてお

ります。 

ガンバロー基金あるいは、クラウドフ

ァンディング等、市の歳入をあてにしな

いようにできないか。 

 財源については、現在補助金等の活用も踏ま

え検討しております。 

・各自治会で設置している防犯カメラ

もこの機会に見守りカメラのシステム

に統合し、市で管理するようにしてはど

うでしょうか。 

・既存のカメラについても将来的には

市の一括管理にして欲しい。 

・地域の見守りカメラを市で引き取る

場合、自治会負担分を返せとはならない

でしょうか。補助（県の）基準にあうか。 

設置している既存の防犯カメラの管理を市

にお任せしたい、といった要望もいただいてお

ります。 

市が整備しようとしている見守りカメラは、

小学校の通学路を中心に設置を進めてまいりた

いと考えております。そのようなことから、既存

の防犯カメラを全て市が管理していくことまで

は検討しておりませんが、通学路に設置され、耐

用年数が経過した既存の防犯カメラについて

は、次年度に予定している設置場所検討会を通

じて、設置団体と協議を行い、見守りカメラに更

新することも検討してまいりたいと考えており

ます。 

ただし、その場合においては、既存の防犯カメ

ラの設置場所に必ずしも設置されるものではな

いということについて、ご理解いただきたいと

考えております。 

県の補助基準を確認したところ、特に定めは

ありません。 

・防犯上賛成。補助金で神社前に設置し

て安心できた。 

監視社会とのもろ刃の剣でもあるの

で注意が必要という声もある。設置する

ことが目的にならないように、最小の経

費で最大の効果があるように、少しずつ

見守りカメラは、犯罪を抑止する効果、犯罪捜

査へ貢献する効果やその場所の利用者に安心感

を与える効果があるものと考えております。 

見守りカメラは監視を目的としたものではあり

ませんので、設置目的、管理・運用、画像データ

の取扱い等については、条例や規則等に定めて



年次的段階的に効果を評価しながら進

めていただきたい。 

そして、それはビックデータとして

も、人や車の流れや人の行動観察などに

活用できるので、弾力的、効率的な設置

運用を期待します。見えないものが見え

てくるでしょう。巨大な難波駅の動線・

看板表示や高槻市役所のレイアウトに

も活用されています。 

・色んな機能を使えるようにしてほし

い。 

まいりたいと考えております。 

設置の規模については、引き続き地域の皆さ

んのご意見を伺いながら進めてまいりたいと考

えております。 

見守りカメラの活用については、見守りカメ

ラの整備にあわせて、見守りサービスの導入に

ついて検討しております。その他の活用につい

ては、整備後の状況も踏まえ、検討してまいり

たいと考えております。 

有れば良いと思うが、防犯対策と並行

して犯罪を生まない人づくり（教育面を

含め）、ハードとソフト両面から安全な

住みよいまちを作ってもらいたい。 

 地域の皆さんに実施いただいている見守り活

動や防犯活動とあわせて見守りカメラ整備事業

を実施することにより、市民の皆さんが安全に

安心して暮らせるまちづくりを進めてまいりた

いと考えております。 

現状のカメラとの相互性や範囲設定

を慎重に検討をお願いしたい。 

設置されている既存の防犯カメラの取扱いに

ついては、設置団体と協議の上、今後の対応を検

討してまいりたいと考えております。 

範囲設定については、市が警察の意見を聞き

ながら設置場所案を作成し、地域の皆さんと協

議を行いながら決定してまいりたいと考えてお

ります。 

カメラは必要です。出前講座で聞きた

いです。 

 地区連合自治会長と調整させていただきま

す。 

設置及び管理・運用について 

・住民監視にならないか心配である。 

・運用でしっかりした条例を作らない

と市民の監視につながるおそれがある。 

・監視カメラにならないよう、管理・運

営について条例で定めるべき 

・見守りという監視にならないか。運用

については、条例でどのように画像を使

用するのか市民が分かるようにしてほ

しいです。 

見守りカメラは、監視目的で設置するもので

はありませんので、設置目的、管理・運用、画像

データの取扱い等については、条例や規則等で

定めてまいりたいと考えております。 

その際には、市民意見公募を実施し、市民の皆

さんのご意見を伺う予定としております。 



・説明であったように、監視の意味でつ

けるのはだめであるが、完全否定はむず

かしい。その点をしっかりと押さえて取

り組んでほしい。 

・有効的活用が望ましい（市で一括管理

となると厳密な規制、対応が必要）。 

・市民生活の安全を確保するためには、

早期に見守りカメラの整備を進めるべ

きである。ただし、プライバシーはしっ

かりと保護をしていただきたい。 

・しっかりとした条例の制定をお願い

したい。その折には、市民の意見を事前

に聞き、決めていってください。 

 

マイナス面を十分に考慮に入れて  マイナス面とは捉えずに配慮を要する事項と

して捉えております。設置時には、周辺にお住い

の方にモザイク（プライバシーマスク）処理の状

況をご確認いただくことや、カメラの撮影角度

を調整するなどの十分な配慮を行ってまいりた

いと考えております。 

交通安全のために増設設置すべきと

思う。 

見守りカメラは、犯罪の抑止、事件等の早期解

決その他市民生活の安全確保を目的として、設

置を進めてまいりたいと考えております。 

交通の安全に対しても一定の効果はあるもの

と考えております。 

・通学路の安全対策を優先して整備す

べきである。 

・通学路から少し外れたところ（通りを

２本外れた位置）にカメラが無ければ犯

罪抑止になり難いと思われる。全ての道

をカバーする方向で話を進めて欲しい。 

見守りカメラは、小学校の通学路や学校周辺

等を中心に整備を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

通学路以外の場所については、地域の皆さん

や警察と協議を行いながら、検討してまいりた

いと考えております。 

５００台設置しても通学路が中心と

のこと。通学路でないところへの設置の

必要性はないか。 

設置場所は誰がどのように決めるの

か。 

 市と警察で設置場所案を作成し、次年度に予

定している設置場所検討会で地域の皆さんと協



議を行いながら、決定してまいりたいと考えて

おります。 

阿弥陀北山住宅の住民ですが、見守り

カメラ及び防犯カメラが設置されてい

ないのですが、どのようになっているの

でしょうか。市営住宅が解体中なので途

中のためですか。 

 地域団体が、兵庫県及び市の補助事業を活用

し、設置を行う防犯カメラが地域見守り防犯カ

メラになります。 

見守りカメラについては、現在市が検討して

いる事業であり、市営住宅の解体に関わらず、犯

罪の抑止、事件等の早期解決その他市民生活の

安全確保を目的として、整備を行ってまいりた

いと考えております。 

画像データの外部提供について 

・モザイクは市職員、あるいは警察で除

去可能なのか。 

・自宅前に設置された場合、モザイク処

理の状況を確認できるのか。 

 モザイク（プライバシーマスク）については、

セキュリティ対策を実施してまいりたいと考え

ておりますので、撮影された画像データを市職

員や警察が加工することはありません。 

設置時には、周辺にお住いの方に確認いただ

く必要があると考えております。 

映像を確認することができる権限は

何名になるのか。 

今後検討する予定としておりますが、最小の

人数にしてまいりたいと考えております。 

補助金について 

・地区連合自治会で設置をしてきてい

るが、助成金の増額で自治会への負担を

軽減願いたい。 

・維持管理について市の負担を考えて

もらいたい。 

 見守りカメラ整備事業を検討していることか

ら、地域見守り防犯カメラ設置補助金の増額や、

維持管理に係る経費等の負担については、現在

のところ検討しておりませんので、ご理解くだ

さいますよう、よろしくお願いいたします。 

見守りサービスについて 

見守りサービスを利用するのであれ

ば相当数の台数を設置する必要がある

と思うが、当初設置予定数を何台程度と

するのか。また、最低必要台数は何台な

のか（見守りサービスに必要な台数）。 

現在のところ、通学路以外の場所も含め、市内

全体で５００台を想定しております。 

見守りサービスの導入の有無、見守りカメラ

の設置台数については、皆さんのご意見等を踏

まえながら検討してまいたいと考えておりま

す。 

見守りタグを持って加古川市へ入っ

た場合に居場所認知されるのか。 

見守りサービスを導入する場合は、加古川市

と協議を行う必要があると考えております。 



・見守りサービスがあれば安心である

が、大勢の方にタグをどう持ってもらう

かが課題 

・見守りサービスは有料なのはこれい

かに。本当の地域福祉は。 

・子どもへの機器契約は全員無料にし

ないと不平等となる（非課税世帯は無料

とするなど）。 

 見守りサービスを導入する場合の個人の費用

負担については、今後の課題であると認識して

おります。 

その他 

カメラが有れば良いが、街灯の増設を

希望します。 

 街灯の増設については、地域のご意見を伺い

ながら検討してまいりたいと考えております。 

 

３ 当日のご質問・意見等の要旨 

質 問 等 回 答 

見守りカメラ整備事業について 

 以前に保育園、子ども園、幼稚園、小学

校、中学校の校門や、公園等へ防犯カメラ

設置を行っていく予定であると聞いてい

ましたが、その後の進捗状況を教えてくだ

さい。その方針を変更して見守りカメラ整

備事業を実施していくのでしょうか。 

規模の大きな公園への防犯カメラ設置は、平成２

８年度に行いました。その後は順次子育て・教育関

連施設への設置を行い、令和 2年度の中学校への

設置をもって完了いたしました。 

今後は、小学校の通学路を中心に見守りカメラ

の整備を進めてまいりたいと考えております。 

 幼稚園の前の道路は送迎の車で混雑し

ます。かつて事故もあったので、見守りカ

メラの設置を要望します。 

見守りカメラは、小学校の通学路を中心に設置

を進めてまいりたいと考えております。その他の場

所についても、駐車マナー改善のための設置では

なく、安全に安心して暮らせるまちづくりを行うため

の設置を行ってまいりたいと考えております。 

見守りカメラは、市が主体的に初期整

備を行うとのことですが、整備後の電気使

用料やメンテナンス等の維持管理も市が

負担するのでしょうか。 

整備に係る経費、電気料金、メンテナンス等の維

持管理に係る経費も市が負担いたします。 

・防犯カメラ設置補助事業との兼ね合い

はどうなりますか。あわせて補助事業を活

用した整備を急ぐ必要はないということな

のでしょうか。 

・既存の防犯カメラは、これまで１９６台設 

見守りカメラは市が設置し、管理・運用を行って

まいります。既存の防犯カメラは、地域の団体が設

置し、管理を行うものになります。 

見守りカメラ整備事業については、令和4年度に

設置場所検討会を開催し、皆さんのご意見を伺い 



置されてきたということですが、検討され

ている見守りカメラとの関係性はどうなる

のでしょうか。 

ながら設置場所を決定してまいりたいと考えており

ますので、その結果を踏まえご判断いただければと

考えております。 

整備する見守りカメラについては、画像

が鮮明なものになるのでしょうか。 

見守りカメラは、犯罪の抑止、事件等の早期解決

その他市民生活の安全確保を目的として整備を行

ってまいりたいと考えておりますので、対象者が鮮

明に撮影されるものにしてまいりたいと考えており

ます。 

通学路の危険個所など教育委員会との

調整はできているのでしょうか。 

庁内で見守りカメラ設置検討委員会を設置して

おりますので、その中で教育部との協議を行ってお

ります。また、通学路の危険個所についても情報共

有を行っておりますので、引き続き連携して取り組

んでまいりたいと考えております。 

加古川市の見守りカメラは多すぎるの

ではないでしょうか。できれば年次的に必

要な場所から設置し、その効果を見なが

ら設置をしていかないと、一斉に設置して

しまうと監視社会になってしまうのではな

いかとの声もあると思います。少しずつ予

算も見ながら、効果を見定めながら、設置

をしていけば良いのではないでしょうか。 

整備の規模については、引き続き次年度に予定

している設置場所検討会等を活用し、皆さんからご

意見を伺ってまいりたいと考えております。 

 見守りカメラについては、監視目的で整備してい

くものではありません。犯罪捜査等に協力すること

によって、皆さんが安心して暮らせるまちづくりがで

きるのではないかと考えております。 

整備については現在のところ、年次的に事業を

進めてまいりたいと考えております。 

・既存の防犯カメラは、地域が設置し維持

管理も行っています。見守りカメラは市が

設置し管理も行っていくようですが、同じ

目的、設置場所も同じといった、既存の防

犯カメラについては、今後は市が管理して

いった方が合理的ではないのでしょうか。 

・先ほど説明がありましたが、既存の防

犯カメラの管理を市に一緒にしてもら

えるのでしょうか。 

・既存の防犯カメラをどうするのでしょう

か。 

設置している既存の防犯カメラの管理を市にお

任せしたい、といった要望もいただいております。 

市が整備しようとしている見守りカメラは、犯罪

の抑止、事件等の早期解決その他市民生活の安全

確保を目的として、小学校の通学路を中心に設置

を行ってまいりたいと考えております。そのようなこ

とから、既存の防犯カメラを全て市が管理していく

ことまでは検討しておりませんが、通学路に設置さ

れ、耐用年数が経過した既存の防犯カメラについて

は、次年度に予定している設置場所検討会を通じ

て設置団体と協議を行い、見守りカメラに更新する

ことも検討してまいりたいと考えております。 

ただし、その場合においては、既存の防犯カメラ



の設置場所に必ずしも設置されるものでないという

ことについて、ご理解いただきたいと考えておりま

す。 

 登下校時の見守りをしている仲間から、

加古川市では市内全域に見守りカメラが

整備されていると聞きました。また、高砂

市も安全安心のために見守りカメラを設

置してほしいとの要望を聞いています。今

日はその話が聞けて良かったです。 

 引き続き皆さんのご意見を伺いながら、事業を実

施してまいりたいと考えております。 

設置及び管理運用について 

 設置台数、設置場所、条例の制定は、い

つ頃になるのでしょうか。 

 また、設置場所案は市が作成すると聞き

ましたが、事前にお知らせしてもらえるの

でしょうか。 

設置台数や設置場所については、令和４年の夏

頃から予定している設置場所検討会の中で、地域

の皆さんと協議をさせていただきたいと考えており

ます。 

条例については、そのような場を活用し、改めて

皆さんのご意見を伺ってまいりたいと考えておりま

すので、現在のところは、令和５年度の整備工事の

施工までに制定する必要があると考えています。 

設置候補場所案については、市と警察で作成す

る予定としておりますので、令和４年度に予定して

いる設置場所検討会までには、皆さんにお示しさせ

ていただきたいと考えております。 

プライバシーマスクは技術的に消すこと

もできるのではないでしょうか。特にプライ

バシーの観点から条例を制定されてはど

うでしょうか。 

プライバシーマスクについては、セキュリティ対策

を実施してまいりたいと考えております。見守りカメ

ラは、監視目的で設置するものではありませんの

で、プライバシーの保護には十分な配慮を行ってま

いりたいと考えております。 

特に画像の取扱いや管理・運用については、条

例や規則等で定める予定としています。 

 プライバシー保護の観点から、管理・運

用等については、条例に定める必要があ

るのではないでしょうか。 

 監視カメラとして設置し、運用を行うものではあり

ません。個人情報保護条例に基づき、設置目的、管

理・運用、画像の取扱い等については、条例や規則

等で定めてまいりたいと考えております。 

 見守りカメラは、２４時間３６５日録画を

しているのでしょうか。また、それは上書き

 常時録画しておりますが、録画の期間はできる限

り短くしたいと考えておりますので、現在のところは



されるのでしょうか、それとも３６５日全て

が録画されているのでしょうか。 

１週間程度で上書き処理する対応で検討しておりま

す。期間については、今後警察等と協議をする中

で、決定してまいりたいと考えております。 

画像データについては、市が一括管理

を行っていくのでしょうか。 

また、顔認証等については考えていな

いのでしょうか。 

データについては、カメラで管理される

のでしょうか、それともデータで一括管理

をするのでしょうか。 

画像データの管理は、市が設置管理者として一

括管理を行ってまいりたいと考えております。 

見守りカメラについては、犯罪の抑止、事件等の

早期解決その他市民生活の安全確保等を目的とし

て整備することにより、市民の皆さんに安心感を与

えてまいりたいと考えておりますので、現在のとこ

ろ、顔認証までは検討しておりません。 

画像データについては、カメラの記録媒体に保存

されたものを、伊丹市や加古川市と同様にネットワ

ークを構築し、必要なときだけ過去のデータを市役

所で取り出す手法を検討しております。 

画像データの外部提供について 

 先日も既存の防犯カメラの画像を警察

に提供しましたが、見守りカメラの場合、

いつ、どこで、誰が画像を確認したかを分

かるようにしていくのでしょうか。 

個人情報保護条例に基づき、画像データの外部

提供先等については、年度ごとにホームページで公

表してまいりたいと考えております。 

画像情報はどのように、誰が管理をし、

いつ何時、警察に提供されるのでしょう

か。 

画像データの管理は、市が設置管理者として一

括管理を行ってまいりたいと考えておりますので、

管理責任者及び取扱従事者等の配置を検討してお

ります。 

画像データを警察等の外部に提供する場合は、

現在のところ、法令等に定めがあるとき、個人の生

命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつ

やむを得ないと認められるとき、捜査機関から犯罪

捜査を目的とした要請を受けたとき、などを想定し

ておりますので、画像の取扱い等については、条例

や規則等で定めてまいりたいと考えております。 

市民の皆さんの困りごとでございますが、先ほど

ご説明させていただきましたとおり、その困りごとに

対して警察が犯罪捜査を実施する場合には、警察

に対して提供することを想定しております。 

  



補助金について 

・地域見守り防犯カメラの維持管理や更

新のための補助事業は検討されないので

しょうか。 

・地域見守り防犯カメラ設置補助金の増

額は検討されないのでしょうか。 

見守りカメラ整備事業を検討していることから、

地域見守り防犯カメラの維持管理費や更新のため

の費用補助事業の創設、また設置補助金の増額に

ついては、現在のところ検討しておりませんので、

ご理解くださいますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

見守りサービスについて 

 見守りサービスは有料とのことである

が、子どもたち、認知症高齢者の方たちの

見守りをするのであれば、無料にすると

か、補助するとかといった考えはないので

しょうか。 

 見守りサービスは、見守りカメラのオプションであ

ると考えておりますので、現在のところ導入するか

どうかを検討しております。 

見守りサービスを導入する場合の個人の費用負

担については、今後の課題であると認識しておりま

す。 

 見守りサービスを事業者に委ねるので

はなく、市自身でサービスを実施していく

べきではないのでしょうか。 

見守りサービスについては、既に事業者が実施

しているサービスになりますので、見守りサービス

を導入する場合は、そのサービスを利用できるよ

う、環境の整備を行うこところまでは市が実施して

まいりたいと考えております。 

 見守りサービスは利用者が全て自己負

担になるのでしょうか。 

 見守りサービスを導入する場合は、利用者に費用

負担をお願いしてまいりたいと考えております。 

 見守りサービスの利用については、義務

教育として全員が利用できるようにする考

え方はないのでしょうか。 

 小学生の下校については、保護者が自宅にいる

場合や保護者が共働きで自宅にいない場合、学童

保育を利用している場合など、それぞれのご家庭に

より下校の状況が異なりますので、見守りサービス

の必要性も異なっているのではないかと考えており

ます。そのようなことから、見守りサービスについて

は、それぞれのご家庭で必要性を判断いただく必

要があると考えております。 

 


